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引用規格の正誤表の技術評価に係る関係規則解釈等の整備及び 

これらに対する意見募集の実施について 
 

令和元年１１月２０日 

原 子 力 規 制 庁 

 

１．経緯  

 原子力規制委員会は、「原子力規制委員会における民間規格の活用について（平

成３０年６月６日 原子力規制委員会）」において、原子力規制委員会の定める規

則解釈又は審査基準等で行政手続法第５条に規定する審査基準に該当するもの

（以下「規則解釈等」という。）において引用している民間規格（以下「引用規格」

という。）の誤りを学協会が訂正した場合、原子力規制庁において要求内容の変更

の有無を確認し、要求内容の変更を伴う訂正であるときは、その訂正について評

価し、必要な場合には規則解釈等の改正を行うこととしている。 

 日本機械学会及び日本電気協会が平成 28 年 2 月 17 日から令和元年 7 月 12 日

に引用規格に係る正誤表を発行した（別紙１参照）1ことを受け、当該正誤表に係

る技術評価書（案）（以下「正誤表技術評価書（案）」という。）を策定した。また、

引用規格の適用に当たっての条件として、訂正後の規定を適用することを明確に

するため、これらを引用する実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関

する規則の解釈（平成２５年６月１９日付け原規技発第 1306194 号。以下「技術

基準規則解釈」という。）等の一部改正案を策定した。 

 

２．正誤表技術評価書（案）（別紙２参照）の概要 

日本機械学会が発行した設計・建設規格及びその事例規格、材料規格、溶接規

格、維持規格及びその事例規格、コンクリート製原子炉格納容器規格並びに金属

キャスク構造規格の正誤表による訂正 324 件のうち、規格の要求内容の変更を伴

う可能性がある訂正 8 件について技術評価を実施し、7 件について訂正は妥当と

判断したが、1件2については変更の根拠が確認できなかったため採用しないこと

とした。また、日本電気協会が発行した原子炉格納容器の漏えい率試験規程、原

子力発電所用機器に対する破壊靭性の確認試験方法並びに軽水型原子力発電所用

機器の供用期間中検査における超音波探傷試験規程の正誤表による訂正 23 件の

うち、規格の要求内容の変更を伴う可能性がある訂正 1 件について技術評価を実

                                                   
1 日本機械学会の発行する引用規格において平成 26 年に技術的内容の変更を訂正があったことを踏まえ、原子力

規制委員会は、平成 26 年 9月 17 日に日本機械学会に対し引用規格の規定内容の誤りの有無を確認し、速やかに

報告することを求めた。これに関し、日本機械学会は、3段階に分けて誤りの確認をするとした。 
2 正誤表技術評価書（案）「2.2.2.4 JSME-N13 ニッケル・クロム・鉄合金 690 の設計降伏点」（添付資料１ 表 

日本機械学会発行の正誤表リスト No.42 に関するもの）参照 

資料３ 
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施し、この訂正は妥当と判断した。 

なお、要求内容の変更を伴わないその他の訂正についても妥当であることを確

認した。 

 

３．技術基準規則解釈等の一部改正案（別紙３参照）の概要 

① 技術基準規則解釈の次の（１）～（８）の規定に、対象となる正誤表を追記

する。 

（１） 第１７条（材料及び構造） 

（２） 第１９条（流体振動等による損傷の防止） 

（３） 第２０条（安全弁等） 

（４） 別記－１ 日本電気協会｢原子力発電所用機器に対する破壊靭性の確

認試験方法（JEAC 4206-2007）｣の適用に当たって 

（５） 別記－２ 日本機械学会「設計・建設規格」及び「材料規格」の適用

に当たって 

（６） 別記－４ 日本機械学会「コンクリート製原子炉格納容器規格」の適

用に当たって 

（７） 別記－５ 日本機械学会「溶接規格」等の適用に当たって 

（８） 別記－８ 日本電気協会「原子炉格納容器の漏えい率試験規程（JEAC 

4203）」の適用に当たって 

② 実用発電用原子炉及びその附属施設における破壊を引き起こす亀裂その他

の欠陥の解釈の次の（１）及び（２）の規定に、対象となる正誤表を追記す

る。 

（１） 本文 

（２） 別紙６ 日本機械学会「維持規格」等の適用に当たって 

③ 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則の解釈（案）3の次の（１）の

規定に、対象となる正誤表を追記する。 

（１） 別記 金属キャスクの材料及び構造について 

 

４．今後の対応（案） 

技術基準規則解釈等の一部改正案について、行政手続法に基づく意見募集を実

施することとしたい。また、正誤表技術評価書（案）については、行政手続法に

定める命令等に該当しないが、技術基準規則解釈等の一部改正の技術的根拠とな

るものであることから、行政手続法に基づくものではない任意の意見募集を実施

することとしたい。 

                                                   
3 令和元年 9月 25 日第 31 回原子力規制委員会「議題３ 新たな検査制度（原子力規制検査）の実施に向けた法

令類の整備（第二段階）及び意見募集の実施について」の決定により意見募集を行ったもの。 
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５．今後の予定（案） 

○ 意見募集の実施 令和元年１１月２１日（木）から１２月２０日（金）まで

の３０日間（予定） 

○ 原子力規制委員会決定 令和２年１月（予定） 

○ 施行  

上記３．①及び②：令和２年１月（予定） 

上記３．③   ：令和２年４月１日（予定） 

 

 

 

 

 

 

【別紙】 

別紙１ 日本機械学会及び日本電気協会が発行した正誤表の一覧 

別紙２ 日本機械学会 設計・建設規格（JSME S NC1）正誤表（令和元年 7月 12 日

付け）等及び日本電気協会 原子炉格納容器の漏えい率試験規程（JEAC4203-

2008）正誤表（平成 28 年 12 月 13 日付け）等に関する技術評価書（案） 

別紙３ 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈等の一

部改正について 
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日本機械学会及び日本電気協会が発行した正誤表の一覧 

 

１．日本機械学会 

No. 名称 

1 設計・建設規格（2005 年版（2007 年追補含む））〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-

2005/2007）正誤表～規格本文～ （平成 28年 2月 17 日付け） 

2 設計・建設規格（2008 年版 (2009 年追補版含む)）〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-

2008/2009）正誤表～規格本文～ （平成 28年 2月 17 日付け） 

3 設計・建設規格（2012 年版（2014 年追補含む））〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉(JSME S NC1-

2012/2013/2014）正誤表～規格本文～ （平成 28年 2月 17 日付け） 

4 設計・建設規格（2012 年版（2014 年追補含む））〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉(JSME S NC1-

2012/2013/2014）正誤表～規格解説～ （平成 28年 2月 17 日付け） 

5 設計・建設規格（2005 年版（2007 年追補含む））〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-

2005/2007）正誤表～規格解説～ （平成 28年 10 月 17 日付け） 

6 設計・建設規格（2009 年版追補（2015 年追補含む））〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-

2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015）正誤表～規格本文～ （平成 28 年 10 月 17 日付

け） 

7 設計・建設規格（2012 年版（2015 年追補含む））〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-

2012/2013/2014/2015）～規格本文～ （平成 28年 10 月 17 日付け） 

8 設計・建設規格（2012 年版（2015 年追補含む））〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-

2012/2013/2014/2015-正誤表～規格本文～ （平成 28年 10 月 17 日付け） 

9 設計・建設規格（2012 年版（2015 年追補含む））〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-

2012/2013/2014/2015）正誤表～規格解説～ （平成 28年 10 月 17 日付け） 

10 設計・建設規格（2012 年版（2015 年追補含む））〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-

2012/2013/2014/2015）正誤表～規格解説～ （平成 28年 10 月 17 日付け） 

11 表 1 設計・建設規格（2012 年版（2015 年追補含む））〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S 

NC1-2012/2013/2014/2015）正誤表～規格本文～ （平成 29年 05 月 12 日付け） 

12 設計・建設規格（2008 年版（2009 年追補版含む））〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-

2008/2009）正誤表（案）～規格本文～ （平成 29年 05 月 12 日付け） 

13 設計・建設規格（2012 年版（2015 年追補含む））〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-

2012/2013/2014/2015）正誤表～規格本文～ （平成 29年 05 月 12 日付け） 

14 設計・建設規格（2012 年版（2015 年追補含む））〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-

2012/2013/2014/2015）正誤表～解説～ （平成 29年 05 月 12 日付け(1)） 

15 設計・建設規格（2012 年版（2015 年追補含む））〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-

2012/2013/2014/2015）正誤表～解説～ （平成 29年 05 月 12 日付け(2)） 

16 設計・建設規格（2016 年版）〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-2016）正誤表～規格本

文～ （平成 29 年 10 月 17 日付け） 

17 設計・建設規格（2016 年版）〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-2016）正誤表～規格解

説～ （平成 29 年 10 月 17 日付け） 

18 設計・建設規格（2016 年版（2017 年追補含む））〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-

2016/2017）正誤表（案）～規格本文～ （平成 30年 07 月 31 日付け） 

19 設計・建設規格（2016 年版（2017 年追補含む））〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-

2016/2017）正誤表（案）～規格解説～ （平成 30年 07 月 31 日付け） 

20 設計・建設規格（2016 年版（2017 年追補含む））〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-

2016/2017）正誤表～規格本文～ （平成 31年 02 月 13 日付け） 

21 設計・建設規格（2016 年版（2017 年追補含む））〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-

2016/2017）正誤表～規格解説～ （平成 31年 02 月 13 日付け） 

22 設計・建設規格（2001 年版）（JSME S NC1-2001）正誤表～規格本文～ （平成 31 年 02

（別紙１） 
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No. 名称 

月 28日付け） 

23 設計・建設規格（2005 年版（2007 年追補版含む））〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-

2005/2007）正誤表～規格本文～ （平成 31年 02 月 28 日付け） 

24 設計・建設規格（2005 年版（2007 年追補版含む））〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-

2005/2007）正誤表～規格解説～ （平成 31年 02 月 28 日付け） 

25 設計・建設規格（2008 年版）〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-2008）正誤表～規格本

文～ （平成 31 年 02 月 28 日付け） 

26 設計・建設規格（2012 年版（2013 年追補含む））〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-

2012/2013）正誤表～規格本文～ （平成 31年 02 月 28 日付け） 

27 設計・建設規格（2012 年版（2015 年追補含む））〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-

2012/2013/2014/2015）正誤表～規格解説～ （平成 31年 02 月 28 日付け） 

28 設計・建設規格（2012 年版）〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-2012）正誤表～規格本

文～ （平成 31 年 02 月 28 日付け） 

29 設計・建設規格（2016 年版）〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-2016）正誤表～規格本

文～（平成 31年 02 月 28 日付け(1)） 

30 設計・建設規格（2016 年版）〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-2016）正誤表～規格解

説～ （平成 31 年 02 月 28 日付け） 

31 設計・建設規格（2016 年版）〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-2016）正誤表～規格本

文～ （平成 31 年 02 月 28 日付け(2)） 

32 設計・建設規格（2016 年版（2018 年追補含む））〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-

2016/2017/2018）正誤表～規格本文～ （令和元年 7月 12日付け） 

33 設計・建設規格（2016 年版（2018 年追補含む））〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-

2016/2017/2018）正誤表～規格解説～ （令和元年 7月 12日付け） 

34 設計・建設規格（2016 年版（2017 年追補含む））〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-

2016/2017/2018）正誤表～規格解説～ （令和元年 7月 12日付け） 

35 設計･建設規格 事例規格 S NC-CC-001/ NC-CC-001-1 正誤表～解説～ （令和元年 7月

12 日付け） 

36 設計･建設規格 事例規格 発電用原子力設備における「応力腐食割れ発生の抑制に対する

考慮」（JSME S NC-CC-002）正誤表（平成 28年 2月 17 日付け） 

37 設計･建設規格 事例規格（S NC-CC-002）正誤表～添付～ （令和元年 7月 12 日付け） 

38 設計･建設規格 事例規格 NC-CC-003/NC-CC-003-1 正誤表 （平成 28年 2月 17 日付け） 

39 材料規格（2012 年版（2014 年追補まで含む））（JSME S NJ1-2012/2013/2014）正誤表～規

格本文～ （平成 28 年 2月 17 日付け） 

40 材料規格（2012 年版（2014 年追補まで含む））（JSME S NJ1-2012/2013/2014）正誤表～規

格解説～ （平成 28 年 2月 17 日付け） 

41 材料規格（2012 年版）正誤表～規格本文～ （平成 30年 10 月 23 日付け） 

42 材料規格（2016 年版（2017 年追補まで含む））（JSME S NJ1-2016/2017）正誤表～規格本

文～（平成 30年 10 月 23 日付け） 

43 材料規格（2016 年版（2017 年追補まで含む））（JSME S NJ1-2016/2017）正誤表～解説～ 

（平成 30年 10 月 23 日付け） 

44 材料規格（2016 年版（2018 年追補まで含む））（JSME S NJ1-2016/2017/2018）正誤表～規

格本文～ 

（令和元年 7月 9日付け） 

45 材料規格（2016 年版（2018 年追補まで含む））（JSME S NJ1-2016/2017/2018）正誤表～解

説～ （令和元年 7月 9日付け） 

46 溶接規格（JSME S NB1-2012 年版/2013 年追補/2014 年追補）正誤表（2016 年 10 月 17 日

発行の正誤表の修正（Rev.1）） （令和元年 7月 9日付け） 

47 溶接規格（JSME S NB1-2012 年版/2013 年追補/2014 年追補/2015 年追補）正誤表 （平成
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No. 名称 

28 年 10 月 17 日付け(1)） 

48 溶接規格（JSME S NB1-2012 年版/2013 年追補/2014 年追補/2015 年追補）正誤表 （平成

28 年 10 月 17 日付け(2)） 

49 溶接規格（JSME S NB1-2012 年版/2013 年追補/2014 年追補/2015 年追補）正誤表 （平

成 29年 05 月 12 日付け） 

50 溶接規格（JSME S NB1-2012 年版/2013 年追補/2014 年追補/2015 年追補）正誤表（平成

29 年 10 月 17 日付け） 

51 維持規格（2008 年版）(JSME S NA-1-2008）正誤表 （平成 20 年 11 月 01 日付け） 

52 維持規格（2008 年版）(JSME S NA1-2008）正誤表 （平成 21 年 09 月 01 日付け） 

53 維持規格（2009 年追補版）(JSME S NA1-2009）正誤表 （平成 22 年 06 月 01 日付け） 

54 維持規格（2012 年版(2014 年追補まで含む)）(JSME S NA-1-2012/2013/2014）正誤表

（平成 28年 02 月 17 日付け） 

55 表 1 維持規格（2012 年版(2015 年追補までを含む)）（JSME S NA-1-

2012/2013/2014/2015）正誤表 

表 2 維持規格（2008 年版(2009 年追補までを含む)）（JSME S NA-1-2008/2009）正誤表 

（平成 28年 10 月 17 日付け） 

56 JSME S NA-CC-002 周方向欠陥に対する許容欠陥角度制限の代替規定 正誤表 （平成 18

年 06 月 01 日付け） 

57 コンクリート製原子炉格納容器規格（2003 年版）(JSME S NE1-2003）正誤表 （平成

28 年 02 月 17 日付け） 

58 コンクリート製原子炉格納容器規格（2011 年版）(JSME S NE1-2011）正誤表 （平成

28 年 02 月 17 日付け） 

59 コンクリート製原子炉格納容器規格（2011 年版）(JSME S NE1-2011）正誤表 （平成

29 年 10 月 17 日付け） 

60 コンクリート製原子炉格納容器規格（2014 年版）(JSME S NE1-2014）正誤表 （平成

28 年 2 月 17 日付け） 
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１. はじめに 

 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（平成 25年原子力規制

委員会規則第 6号）は、機能要求又は性能水準要求を規定しており、これを満たす具体的仕

様として、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（平成 25

年 6月 19 日付け原規技発第 1306194 号。以下「技術基準規則解釈」という。）において、

技術評価した民間規格を引用している。 

日本機械学会の作成した「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（事例規格 3件を含

む。）（以下「設計・建設規格」という。）2005 年版/2007 年追補版、設計・建設規格 2012 年

版、「発電用原子力設備規格 材料規格」（以下「材料規格」という。）2012 年版、「発電用原

子力設備規格 溶接規格」（以下「溶接規格」という。）2007 年版、溶接規格 2012 年版、「発

電用原子力設備規格 維持規格」（以下「維持規格」という。）2008 年版、維持規格 2012 年

版、「コンクリート製原子炉格納容器規格」(以下「コンクリート製原子炉格納容器規格」と

いう。)（2003 年版）及び「使用済み燃料貯蔵施設規格 金属キャスク構造規格」（以下「金

属キャスク構造規格」という。）2007 年版について、技術基準規則解釈において引用してい

る。 

また、日本電気協会の作成した原子炉格納容器の漏えい率試験規程（JEAC4203-2008）、原

子力発電所用機器に対する破壊靭性の確認試験方法（JEAC4206-2007）及び軽水型原子力発

電所用機器の供用期間中検査における超音波探傷試験規程（JEAC4207-2008 第 2刷1）（解釈

の別記において引用）についても、同様である。 

原子力規制委員会は、「原子力規制委員会における民間規格の活用について」（平成 30

年 6 月 6 日原子力規制委員会）において、技術基準規則解釈で引用している民間規格の誤

りの訂正への対応として、要求内容の変更を伴う訂正であるときは、訂正内容を技術評価

し、必要な場合は技術基準規則解釈を改正することとした。 

日本機械学会は、前記の設計・建設規格等の規定の誤記訂正として、平成 28 年 2 月 17

日、平成 28年 10 月 17 日、平成 29 年 5 月 12 日、平成 29 年 10 月 17 日、平成 30年 7月 31

日、平成 30 年 10 月 23 日、平成 31年 2月 13 日、平成 31 年 2 月 28 日、令和元年 7月 9日

及び令和元年 7月 12 日に正誤表（以下「日本機械学会発行の正誤表」という。）を発行し

た。(金属キャスク構造規格については平成 21 年 3月 1 日、平成 24 年 3 月 1日発行分を含

む。) 

また、日本電気協会は、前記の漏えい率試験規程等の規程の誤記訂正として、平成 21年

3 月、平成 22年 1月 29 日、平成 27 年 6月 23 日、平成 28 年 12 月 13 日及び平成 31 年 3 月

28 日に正誤表（以下「日本電気協会発行の正誤表」という。）を発行した。 

本評価書は、原子力規制委員会として、日本機械学会及び日本電気協会の正誤表の全ての

訂正について確認し、要求内容の変更を伴う可能性がある訂正 9 件について技術評価を行

い、取りまとめたものである。 

                                                   
1 第 2 刷で正誤表（平成 20 年 9月 30 日）は反映済み 
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なお、下記の正誤表は「実用発電用原子炉及びその附属施設における破壊を引き起こす

亀裂その他の欠陥の解釈」（令和元年６月５日 原規技発第 1906051 号 原子力規制委員会

決定）の別紙６において反映済みである。 

・添付資料１(54) 維持規格（2012 年版(2014 年追補まで含む)）(JSME S NA1-

2012/2013/2014）正誤表（平成 28年 02 月 17 日付け） 

・添付資料２(5) 軽水型原子力発電所用機器の供用期間中検査における超音波探傷試験規

程（JEAC4207-2008）正誤表（平成 27 年 6 月 23 日付け） 

 

２. 日本機械学会正誤表により訂正された事項の技術的妥当性 

 訂正内容の分類 

日本機械学会発行の正誤表を元に確認を行った結果を添付資料１に示す。正誤の件数

は、設計・建設規格関係 214 件、材料規格 15 件、溶接規格 26 件、維持規格関係 49 件、

コンクリート製原子炉格納容器規格 9 件、金属キャスク構造規格 11件であり、合計 324

件の訂正を行うものである。 

これら 324 件の訂正について、表－１に示す区分に分類した。 

 

表－１ 訂正の分類 

区分 分類 具体的例 

① 記載の適正化のための変更 

・用語の統一 

・表現の明確化 

・題目の修正 

・条項番号の変更 

・単位換算の見直し 

・記号の修正 

② JIS の引用年版等の変更 ・引用年版の修正 

③ 規格の要求内容の変更 ・非保守的内修正 

④ 適用対象外部分の変更 

・技術評価対象外事項、技術評価未実施、解説

（規定内容に技術的変更を与えないものに限

る。）等 

⑤ 出典からの転記の誤り ・文献から確認可能なもの 

⑥ 採用しない ・訂正前の根拠が確認できないもの 

 

添付資料１の正誤表について、表－１の区分に基づき分類した結果を添付資料１の表 

日本機械学会発行の正誤表リストに示す。これらの訂正のうち、要求内容の変更を伴う

可能性があり確認が必要な訂正は表－２－１～表－２－４に示す 8 件であったことか

ら、これらについて技術評価を行った。 
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表－２－１ 設計・建設規格 2005 年版（2007 年追補版を含む。）及び 2012 年版 

に係る規格要求内容の変更の確認が必要な訂正 

機械学会正誤表

リストの番号 
規格の項又は図表番号 

29 PVB-3511(1)b. 

31 表 PMB-3210-1 

 
表－２－２ 材料規格 2012 年版に係る規格要求内容の変更の確認が必要な訂正 

機械学会正誤表

リストの番号 
規格の項又は図表番号 

39 Part 3 第 1 章表 4 JIS H 3300 

42 

Part 3 第 1 章表 3 JIS G 3201 SF490A 

Part 3 第 1 章表 3 JIS G 3202 SFVC2B 

Part 3 第 1 章表 6 JSME N-13 GNCF690HM 

 
表－２－３ コンクリート製原子炉格納容器規格 2003 年版に係る 

規格要求内容の変更の確認が必要な訂正 
機械学会正誤表

リストの番号 
規格の項又は図表番号 

57 CVE-3651.1(1)a.(c)イ 

 
表－２－４ 金属キャスク構造規格 2007 年版に係る 

規格要求内容の変更の確認が必要な訂正 
機械学会正誤表

リストの番号 
規格の項又は図表番号 

62 表 MCN-2600-3 

 

 

 要求内容の変更の確認が必要な訂正の技術評価 
 設計・建設規格 

２.２.１.１ 穴の補強の有効範囲 

（１）訂正の内容（日本機械学会発行の正誤表リスト番号 29、3/18 頁参照） 

PVB-3511 穴の補強の確認計算において、補強に有効な範囲のうち胴板の面に沿う線

について、規定の「下表の距離」を「以下の距離」に訂正する。 
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表－２－５ 穴の補強の有効範囲に係る規定内容の訂正 

正誤表反映後 原文 

PVB-3511(1)b. 

b.胴板の面に沿う線 

 胴板の面からその両側に胴板の面に直角に

沿って以下の距離にある直線 

PVB-3511(1)b. 

b.胴板の面に沿う線 

 胴板の面からその両側に胴板の面に直角に

沿って下表の距離にある直線 

 

（２）技術評価の結果 

「PVB-3511(1)b. 胴板の面に沿う線」の規定には表が記載されていないことから、

「下表」の記載を「以下」に改めたものである。「以下の距離」は「次の計算式によ

り計算した値に等しい距離」、「直線」は胴の断面が円弧状の場合も考慮すると

「線」（クラス 2容器の「PVC-3161.1 補強に有効な範囲」(2)においても「線」と規

定されている。）とすることが適切であると思われるが、技術的内容の変更ではなく

妥当と判断する。 

 

 ２.２.１.２ ポンプの応力分類の具体例 

（１）訂正の内容（日本機械学会発行の正誤表リスト番号 31 参照） 

「表 PMB-3210-1 応力分類の具体例」のポンプケーシング及び管台の熱荷重による

応力の分類について、Ｑに分類する「膜＋曲げ応力の直接部分」を「膜＋曲げ応力の

等価直線部分」に訂正する。 

 

表－２－６ ポンプの応力分類の具体例に係る規定内容の訂正 

正誤表反映後 原文 

表 PMB-3210-1  応力分類の具体例 

 

ポンプの要

素 

位置 荷重の種類 応力形式 分類 

ケーシング ケーシング

軸対称部 

熱 膜＋曲げ応力の

等価直線部分 

非直線部分 

Ｑ 

 

Ｆ 

管 台 ケーシング

との接合部 

熱 膜＋曲げ応力の

等価直線部分 

非直線部分 

Ｑ 

 

Ｆ 

表 PMB-3210-1  応力分類の具体例 

ポンプの要

素 

位置 荷重の種類 応力形式 分類 

ケーシング ケーシング

軸対称部 

熱 膜＋曲げ応力の

直接部分 

非直線部分 

Ｑ 

 

Ｆ 

管 台 ケーシング

との接合部 

熱 膜＋曲げ応力の

直接部分 

非直線部分 

Ｑ 

 

Ｆ 

 

（２）技術評価の結果 

材料規格 2012 年版の「（解説 PVA-3100）応力分類」には、熱荷重による応力は二

次応力Ｑとピーク応力Ｆに分類され、二次応力Ｑは膜応力＋曲げ応力の等価直線成分

であることが記載されている。一方、原文の「膜＋曲げ応力の直接部分」の「直接」

は、規定されていない。用語を規格で用いられているものに訂正したものであり、妥

当と判断する。 

なお、表 PMB-3210-1 の表題の「応力分類の具体例」は例ではなく規定事項である

ので「応力分類」とすることが望まれる。 
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 材料規格 

 ２.２.２.１ 銅及び銅合金の継目無管の C1100T-H 及び C1100TS-H の許容引張応力 

（１）訂正の内容（日本機械学会発行の正誤表リスト番号 39 参照） 

JIS H 3300(2009) 銅及び銅合金の継目無管の C1100 材のうち記号の欄が C1100T-

H(6＜t≦10)及び C1100TS-H(0.5≦t≦6)のものについて、温度が-30～175℃の範囲の

許容引張応力 S値を入れ替える訂正である。 

 

表－２－７ 銅及び銅合金の継目無管の C1100T-H 及び C1100TS-H の許容引張応力 

に係る規定内容の訂正 

正
誤
表
反
映
後 

Part 3 第 1 章 表 4非鉄材料（ボルト材を除く）の各温度における許容引張応力 S値(MPa) 

材 料 の 規 格 温  度（℃） 

種類 種別 記号 

常温最

小引張

強さ

(MPa) 

-30 

～ 

40 

65 75 100 125 150 175 200 

JIS H 

3300(2009) 

銅及び銅合金

の継目無管 

C1100 

C1100T-H 

(6＜t≦10) 
265 67 67 67 67 67 65 61 25 

C1100TS-H 

(0.5≦t≦6) 
275 69 69 69 69 69 67 63 25 

 

原
文 

Part 3 第 1 章 表 4非鉄材料（ボルト材を除く）の各温度における許容引張応力 S値(MPa) 

 
 

材 料 の 規 格 温  度（℃） 

種類 種別 記号 

常温最小

引張強さ

(MPa) 

-30 

～ 

40 

65 75 100 125 150 175 200 

JIS H 

3300(2009) 

銅及び銅合金

の継目無管 

C1100 

C1100T-H 

(6＜t≦10) 
265 69 69 69 69 69 67 63 25 

C1100TS-H 

(0.5≦t≦6) 
275 67 67 67 67 67 65 61 25 

 

（２）技術評価の結果 

材料規格 2012 年版の「（解説-0-1）はじめに」に、規格値の改定に当たっては、

ASME 規格の S値が参照された材料（以下「ASME 相当材」という。）については、ASME

規格の S 値の設計係数が 4 から 3.5 に変更されたことから、ASME 相当材の S 値につい

ては、これに合わせるよう見直したと記載されている。しかし JIS H 3300 の C1100 材

は、ASME 相当ではなく設計係数は変更されていない。したがって、その許容引張応力

S 値は設計・建設規格 2005 年版の付録材料図表2Part5 表 6 に示す値と同じとなる。訂

正は、原文を同表の値と同じものに訂正するものであり、妥当と判断する。材料規格

2012 年版の S値は、常温最小引張強さの規格値は厚さの小さい方(0.5≦t≦6)が厚さ

の大きい方(6＜t≦10)よりも小さいというものであり、仮に板厚 6mm 以下の銅又は銅

                                                   
2 材料規格は、設計・建設規格に規定していた付録材料図表を設計・建設規格から切り離し、2008 年版と

して制定したもので、原子力規制委員会は 2012 年版から技術基準規則解釈において引用している。 
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合金の継目無管の誤った S値で設計した場合、正しい値よりも約 3% 大きい S値を使

うことになるため、非保守的な設計になる。 

なお、当該材料の許容引張応力 S値の記載は記号欄に材料の記号と厚さの区分を併

記しているが、JIS H 3300 によると記号「C1100T-H」と「C1100TS-H」は寸法許容差

の普通級と特殊級の違いであり、機械的強度に関係しない。この記載では C1100T-H は

厚さが 6mm＜t≦10mm に、C1100TS-H は同 0.5mm≦t≦6mm に適用範囲が制限されている

と解釈されるが、機械的強度は厚さに関係しているので記号欄は上段、下段とも

「C1100T-H 又は C1100TS-H」とし厚さの区分はそのままとするのが適切である。これ

は設計・建設規格 2005 年版の付録材料図表 Part5 表 6 についても同様である。 

 

２.２.２.２ 炭素鋼鍛鋼品 SF490A の 375℃における許容引張応力 

（１）訂正の内容（日本機械学会発行の正誤表リスト番号 42 参照） 

JIS G 3201(1988+2008 追補 1) 炭素鋼鍛鋼品のうち記号の欄が SF490A のものについ

て、375℃における許容引張応力 S 値(MPa)を訂正する。 

 

表－２－８ 炭素鋼鍛鋼品 SF490A の 375℃における許容引張応力 

に係る規定内容の訂正 

正誤表反映後 原文 

Part 3 第 1 章 表 3 鉄鋼材料（ボルト材を除

く）の各温度における許容引張応力 S 値(MPa) 

材 料 の 規 格 
温度

(℃) 

種類 記号 

常温最

小引張

強さ

(MPa) 

常温最

小降伏

点

(MPa) 

375 

JIS G 3201 

(1988+2008

追補 1) 

炭素鋼鍛鋼

品 

SF490A 490 245 118 

 

Part 3 第 1 章 表 3 鉄鋼材料（ボルト材を除

く）の各温度における許容引張応力 S 値(MPa) 

材 料 の 規 格 
温度

(℃) 

種類 記号 

常温最

小引張

強さ

(MPa) 

常温最

小降伏

点

(MPa) 

375 

JIS G 3201 

(1988+2008

追補 1) 

炭素鋼鍛鋼

品 

SF490A 490 245 117 

 

 

（２）技術評価の結果 

材料規格 2012 年版においては、ボルト以外の材料の許容引張応力 S値は、原則とし

て設計引張強さの 1/3.5 と設計降伏点の 2/3 のいずれか小さい値としている3。材料規

格 2012 年版の「Part 3 第 1 章 表 7 材料の各温度における設計引張強さ Su 値

(MPa)」の 375℃における値は 438MPa であり、その 1/3.5 は 125MPa である。また、

「Part 3 第 1 章 表 6 材料の各温度における設計降伏点 Sy 値(MPa)」の 375℃にお

ける値は 177MPa であり、その 2/3 は 118MPa である。したがって、小さい方の値であ

る 118MPa とした訂正は妥当と判断する。 

                                                   
3 附録 5. ボルト材を除く材料の許容引張応力（S 値）の設定方法 
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 ２.２.２.３ 圧力容器用炭素鋼鍛鋼品 SFVC2B の 375℃における許容引張応力 

（１）訂正の内容（日本機械学会発行の正誤表リスト番号 42 参照） 

JIS G 3202(1988+2008 追補 1) 圧力容器用炭素鋼鍛鋼品の記号の欄が SFVC2B のもの

について、375℃における許容引張応力 S 値(MPa)を訂正する。 

 

表－２－９ 圧力容器用炭素鋼鍛鋼品 SFVC2B の 375℃における許容引張応力 

に係る規定内容の訂正 

正誤表反映後 原文 

Part 3 第 1 章 表 3 鉄鋼材料（ボルト材を除く）

の各温度における許容引張応力 S 値(MPa) 

 

材 料 の 規 格 
温度

(℃) 

種類 記号 

常温最

小引張

強さ

(MPa) 

常温最

小降伏

点(MPa) 
375 

JIS G 3202 

(1988+2008

追補 1) 

圧力容器用炭

素鋼鍛鋼品 

SFVC2B 490 245 118 

Part 3 第 1 章 表 3 鉄鋼材料（ボルト材を除く）

の各温度における許容引張応力 S 値(MPa) 

 

材 料 の 規 格 
温度

(℃) 

種類 記号 

常温最

小引張

強さ

(MPa) 

常温最

小降伏

点(MPa) 
375 

JIS G 3202 

(1988+2008

追補 1) 

圧力容器用炭

素鋼鍛鋼品 

SFVC2B 490 245 117 

 

（２）技術評価の結果 

前記２.２.２.２と同様に、材料規格 2012 年版の「Part 3 第 1 章 表 6 材料の各

温度における設計降伏点 Sy 値(MPa)」の 375℃における値は 177MPa であり、その 2/3

は 118MPa であるから、訂正は妥当と判断する。 

 

 ２.２.２.４ JSME-N13 ニッケル・クロム・鉄合金 690 の設計降伏点 

（１）訂正の内容（日本機械学会発行の正誤表リスト番号 42 参照） 

JSME-N13 ニッケル・クロム・鉄合金 690 の記号の欄が GNCF690HM のものについて、

温度が 65℃、100℃、175℃、225℃及び 275℃における設計降伏点 Sy値を訂正する。 
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表－２－１０ 圧力容器用炭素鋼鍛鋼品 SFVC2B の 375℃における許容引張応力 

に係る規定内容の訂正 

正

誤

表

反

映

後 

Part 3 第 1 章 表 6 材料の各温度における設計降伏点 Sy 値(MPa) 

注：300℃以上の値は略 

材 料 の 規 格 温  度（℃） 

種類 
種

別 
記号 

常温最

小引張

強さ

(MPa) 

常温最

小降伏

点

(MPa) 

-30 

～ 

40 

65 75 100 125 150 175 200 225 250 275 

JSME-N13 

ニッケル・

クロム・鉄

合金 690 

２

種 
GNCF690HM 586 245 245 227 - 217 211 205 201 198 195 193 192 

原

文 

Part 3 第 1 章 表 6 材料の各温度における設計降伏点 Sy 値(MPa) 

材 料 の 規 格 温  度（℃） 

種類 
種

別 
記号 

常温最

小引張

強さ

(MPa) 

常温最

小降伏

点

(MPa) 

-30 

～ 

40 

65 75 100 125 150 175 200 225 250 275 

JSME-N13 

ニッケル・

クロム・鉄

合金 690 

２

種 
GNCF690HM 586 245 245 230 - 216 211 205 202 198 196 193 191 

注：300℃以上の値は略 

 

（２）技術評価の結果 

材料規格 2011 年版公衆審査時の値が 2011 年版出版時に反映されなかったことか

ら、公衆審査時の値に訂正するとしている。材料規格の「（解説-0-2）2011 年版の改

訂内容」における「解説表 ASME 規格相当材対応表」によれば、GNCF690HM の相当

ASME 規格は CODE CASE N-698 である。CODE CASE N-698 の Sy 値は、原文の値と一致4

し、訂正後の値は導出できない。本正誤表については、根拠が確認できないことから

妥当とは判断されず、採用しないこととする。 

 

 コンクリート製原子炉格納容器規格 

２.２.３.１ 圧縮材の有効細長比が限界細長比を超える場合の許容圧縮応力度計算式 

（１）訂正の内容（日本機械学会発行の正誤表リスト番号 57 参照） 

CVE-3651.1(1)a.(c)イ．において、ボルト材以外の一次応力に対する許容応力度の

うち、圧縮材の有効細長比が限界細長比を超える場合の荷重状態Ⅰおよび荷重状態Ⅱ

の許容圧縮応力度を定める計算式(CVE-3651.1-7)について、右辺の分母（Λ）と分子

（λ）を入れ替える。 

 

 

                                                   
4 CODE CASE N-698 に規定する温度と Sy 値（ksi 単位のもの）から、材料規格が規定する温度での Sy 値

（MPa 単位）を求めて確認した。 
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表－２－１１ 圧縮材の有効細長比が限界細長比を超える場合の許容圧縮応力度計算式 

に係る規定内容の訂正 

正誤表反映後 原文 

CVE-3651.1(1)a.(c)イ 

··･･･· (CVE-3651.1-7) 

CVE-3651.1(1)a.(c)イ 

··････··(CVE-3651.1-7) 

 

（２）技術評価の結果 

圧縮材の有効細長比 λが限界細長比 Λを超える場合に原文の計算式(CVE-3651.1-

7)を適用すると、許容圧縮応力度 fc が基準値 Fを超える場合も生ずることから誤記で

あることは明らかである。また、設計・建設規格 2012 年版の「SSB-3121.1 供用状態 A

および B での許容応力」の支持構造物の圧縮応力についての式（SSB-1.7）は、正誤表

反映後と同じ式が規定されていることから、訂正は妥当と判断する。 

 

 金属キャスク構造規格 

２.２.４.１ 溶接後熱処理を要しない場合の予熱温度 

（１）訂正の内容（日本機械学会発行の正誤表リスト番号 62 参照） 

「表 MCN-2600-3 溶接後熱処理をしなくてよいもの（１／２）」の母材の区分の項に

掲げる区分が「表 MCN-2600-4 に掲げる P-1」であって、溶接部の区分の項に掲げる区

分が「3.密封容器の管台の継手区分 B および継手区分 Cの溶接部であって、突合せ溶

接またはソケット溶接によるもの」及び「4.密封容器以外の機器であって、母材の厚

さが 38mm 以下のものの溶接部」の欄について、溶接部の厚さ(mm)の項が「19 以下」

の場合の予熱温度(℃)の項を「100 以上」から「－」に訂正する。 

 

表－２－１２ 溶接後熱処理を要しない場合の予熱温度に係る規定内容の訂正 

正誤表反映後 原文 

表 MCN-2600-3 溶接後熱処理をしなくてよいもの

(1/2) 

母材の区分：P-1 

溶接部の区分 溶接部

の厚さ

(mm) 

母材の

炭素含

有量

(%) 

予熱

温度

(℃) 

3.密封容器の管台の継手区

分 Bおよび継手区分 Cの溶

接部あって、突合せ溶接ま

たはソケット溶接によるも

の 

19 以

下 

－ － 

4.密封容器以外の機器であ

って、母材の厚さが 38mm

以下のものの溶接部 

19 以

下 

－ － 

 

表 MCN-2600-3 溶接後熱処理をしなくてよいもの

(1/2) 

母材の区分：P-1 

溶接部の区分 溶接部

の厚さ

(mm) 

母材の

炭素含

有量

(%) 

予熱

温度

(℃) 

3.密封容器の管台の継手区

分 Bおよび継手区分 Cの溶

接部あって、突合せ溶接ま

たはソケット溶接によるも

の 

19 以下 － 100 以

上 

4.密封容器以外の機器であ

って、母材の厚さが 38mm

以下のものの溶接部 

19 以下 － 100 以

上 

 

 

 

2

0.277  
 F f c 

2

0.277  
 
 

 
 F f c 
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（２）技術評価の結果 

日本機械学会発行の軽水炉機器に適用する「溶接規格 2012 年版」の「表 N-

X090-3 溶接後熱熱処理を要しないもの」において、「密封容器」に相当する

「クラス 1 機器」は下表のように規定しており、同条件の場合に予熱温度は

「－」と規定している。 

 

表－２－１３ 溶接規格 2012 年版 表 N-X090-3 溶接後熱熱処理を要しないもの(1/3) 

（抜粋） 

1.クラス 1 機器 

母材の区

分 

機器の区

分 
溶接部の区分 

母材の厚

さ 

(mm) 

溶接部の厚

さ 

(mm) 

母材の炭素・クロ

ム含有量 

(％) 

予熱温度 

(℃) 

P-1 容器 
3.管台の継手区分 B又は継手区分 Cの

突合せ溶接部又はソケット溶接部 
Ｔ≦38 ｔ≦19 － － 

 

 

同様に「密封容器以外の機器」に相当する「クラス 1 機器以外」は下表のよ

うに規定しており、同条件の場合に予熱温度は「－」と規定している。 

 

表－２－１４ 溶接規格 2012 年版 表 N-X090-3 溶接後熱熱処理を要しないもの(2/3) 

（抜粋） 

2.クラス 1 機器以外 

母材の区

分 

機器の区

分 
溶接部の区分 

母材の厚さ 

(mm) 

溶接部の厚

さ 

(mm) 

母材の炭素・クロム

含有量 

(％) 

予熱温度 

(℃) 

P-1 
容器 

管 

1.すべての溶接部（クラッド

溶接を除く） 
Ｔ≦38 ｔ≦19 － － 

 

 

さらに、溶接規格の前身である電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令

（解説）の解説表 17.1 溶接後熱処理を要しないものにも同様に規定されていること

から妥当と判断する。 

 

３. 日本電気協会正誤表により訂正された事項の技術的妥当性 

 訂正内容の分類 

日本電気協会の正誤表を元に確認を行った結果を添付資料２に示す。正誤の件数は、

原子炉格納容器の漏えい率試験規程 11件、原子力発電所用機器に対する破壊靭性の確認

試験方法 8件及び軽水型原子力発電所用機器の供用期間中検査における超音波探傷試験

規程 4件の合計 23件の訂正を行うものである。 

これら 23 件の訂正について、表－１の区分に分類した結果を添付資料２の表 

日本電気協会発行の正誤表リストにまとめて示す。これらの訂正のうち、技術評

価の対象とする要求内容の変更の確認が必要な訂正は表－３に示す 1 件であっ

た。 
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表－３ 原子力発電所用機器に対する破壊靭性の確認試験方法 2007 年版に係る 

規格要求内容の変更の確認が必要な訂正 

日本電気協会 

正誤表リスト番号 
規格の項又は図表番号 

3 附属書図 E-5000-1 

 

 要求内容の変更の確認が必要な訂正の技術評価 
 原子力発電所用機器に対する破壊靭性の確認試験方法 

（１）訂正の内容（日本電気協会発行の正誤表リスト番号 3参照） 

① 初期プラントの破壊靱性評価フローにおいて、シャルピー遷移曲線がない場合の

母材の L 方向から T方向への変換に関して、附属書図 E-5000-1 の中央右側の判断

フロー「吸収エネルギー≧41J、横膨出量≧0.55mm」について「吸収エネルギー≧41J

（横膨出量≧0.55mm）」に修正 

② 上記①の判断の結果が「Y」の場合の処理フロー「VTr505＝試験温度＋29℃、VTr35M6＝

試験温度＋24℃」に「(注)横膨出量データがない場合は、VTr50のみでもよい。」を

追加 

③ 上記②の行き先を処理フロー「VTr50(T)＝ VTr50(L)＋12.8℃、VTr35M(T)＝VTr35M(L)＋

8.7℃、(注)横膨出量データがない場合は、VTr50(T)のみでもよい。」の後にしてい

たものから同フローの前に変更 

（２）技術評価の結果 

① 附属書図 E-5000-1 は「E-5000 初期プラントの破壊靱性評価方法」の規定内容を図

示化したものである。規定本文は「吸収エネルギー及び横膨出量」であるが、固定

本文には横膨出量が得られていない場合もあるため（）としたものであり、訂正は

妥当と判断する。 

② 規格本文は、横膨出量が得られていない場合は VTr50より得られる VTr35Mを適用して

もよいとされている。規定内容に合わせて注を加えたものであり、訂正は妥当と判

断する。 

③ 規定本文は、シャルピー遷移曲線がある場合の規定において、母材の L 方向のシャ

ルピー遷移曲線しかない場合に用いる式として(11)式及び(12)式が規定されてい

る。シャルピー遷移曲線がない場合にも、母材の L 方向から T 方向への変換は(11)

式及び(12)式を用いることとされている。処理フローの行き先変更は、この規定内

容に合わせて記載を適正化したものであり、訂正は妥当と判断する。 

 

 

                                                   
5 VTr50：衝撃試験において 41J（30ft-lb）の吸収エネルギーを示す遷移温度 
6 VTr35M：衝撃試験において 0.90mm（35mils）の横膨出量を示す遷移温度 
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４.  適用に当たっての条件 
 添付資料１及び添付資料２に示す日本機械学会及び日本電気協会が発行する正誤

表については、技術評価を行いその妥当性を評価したことから、引用規格の適用に

当たっては、正誤表の訂正を含むことを明確にするために、これらの正誤表を審査

基準等に記載する。 
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添付資料１ 
表 日本機械学会発行の正誤表リスト 

No. 名称 件数 ① ➁ ③ ④ ⑤ ⑥ 
1 設計・建設規格（2005 年版（2007 年追補含む））〈第

Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-2005/2007）正誤表

～規格本文～ 

（平成 28年 2月 17 日付け） 

2 0 
 

0 0 2 
注

1 

0 0 

2 設計・建設規格（2008 年版 (2009 年追補版含む)）
〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-2008/2009）
正誤表～規格本文～ 
（平成 28 年 2 月 17 日付け） 

1 1 
注

2 

0 0 0 0 0 

3 設計・建設規格（2012 年版（2014 年追補含む））

〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉(JSME S NC1-
2012/2013/2014）正誤表～規格本文～ 
（平成 28 年 2 月 17 日付け） 

50 7 
注 7 

0 0 
 

43 
注 3~ 
6,27 

0 
 

0 

4 設計・建設規格（2012 年版（2014 年追補含む））

〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉(JSME S NC1-
2012/2013/2014）正誤表～規格解説～ 
（平成 28 年 2 月 17 日付け） 

9 0 0 0 9 0 0 

5 設計・建設規格（2005 年版（2007 年追補含む））

〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-2005/2007）
正誤表～規格解説～ 
（平成 28 年 10 月 17 日付け） 

1 0 0 0 1 0 0 

6 設計・建設規格（2009 年版追補（2015 年追補含

む））〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-
2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015）正誤表～規

格本文～ 
（平成 28 年 10 月 17 日付け） 

3 3 0 0 0 0 0 

7 設計・建設規格（2012 年版（2015 年追補含む））

〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-
2012/2013/2014/2015）～規格本文～ 
（平成 28 年 10 月 17 日付け） 

8 0 0 0 8 0 0 

8 設計・建設規格（2012 年版（2015 年追補含む））

〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-
2012/2013/2014/2015-正誤表～規格本文～ 
（平成 28 年 10 月 17 日付け） 

1 1 0 0 0 0 0 

9 設計・建設規格（2012 年版（2015 年追補含む））

〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-
1 0 

 
0 0 1 

注

0 0 

1919



 

2012/2013/2014/2015）正誤表～規格解説～ 
（平成 28 年 10 月 17 日付け） 
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10 設計・建設規格（2012 年版（2015 年追補含む））

〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-
2012/2013/2014/2015）正誤表～規格解説～ 
（平成 28 年 10 月 17 日付け） 

3 0 
 

0 0 3 
注 9, 
10 

0 0 

11 表 1 設計・建設規格（2012 年版（2015 年追補含

む））〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-
2012/2013/2014/2015）正誤表～規格本文～ 
（平成 29 年 05 月 12 日付け） 

1 1 
注 11 

0 0 0 0 0 

12 設計・建設規格（2008 年版（2009 年追補版含む））

〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-2008/2009）
正誤表（案）～規格本文～ 
（平成 29 年 05 月 12 日付け） 

1 1 
注 12 

0 0 0 0 0 

13 設計・建設規格（2012 年版（2015 年追補含む））

〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-
2012/2013/2014/2015）正誤表～規格本文～ 
（平成 29 年 05 月 12 日付け） 

1 0 0 0 1 0 0 

14 設計・建設規格（2012 年版（2015 年追補含む））

〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-
2012/2013/2014/2015）正誤表～解説～ 
（平成 29 年 05 月 12 日付け(1)） 

1 0 0 0 1 0 0 

15 設計・建設規格（2012 年版（2015 年追補含む））

〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-
2012/2013/2014/2015）正誤表～解説～ 
（平成 29 年 05 月 12 日付け(2)） 

1 0 0 0 1 0 0 

16 設計・建設規格（2016 年版）〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉

（JSME S NC1-2016）正誤表～規格本文～ 
（平成 29 年 10 月 17 日付け） 

1 1 0 0 0 0 0 

17 設計・建設規格（2016 年版）〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉

（JSME S NC1-2016）正誤表～規格解説～ 
（平成 29 年 10 月 17 日付け） 

2 0 
 

0 0 2 
注 13 

0 0 

18 設計・建設規格（2016 年版（2017 年追補含む））

〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-2016/2017）
正誤表（案）～規格本文～ 
（平成 30 年 07 月 31 日付け） 

1 1 0 0 0 0 0 

19 設計・建設規格（2016 年版（2017 年追補含む））

〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-2016/2017）
1 0 0 0 1 0 0 

2020



 

正誤表（案）～規格解説～ 
（平成 30 年 07 月 31 日付け） 

20 設計・建設規格（2016 年版（2017 年追補含む））

〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-2016/2017）
正誤表～規格本文～ 
（平成 31 年 02 月 13 日付け） 

3 3 0 0 0 0 0 

21 設計・建設規格（2016 年版（2017 年追補含む））

〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-2016/2017）
正誤表～規格解説～ 
（平成 31 年 02 月 13 日付け） 

23 0  0 0 23 0 0 

22 設計・建設規格（2001 年版）（JSME S NC1-2001）
正誤表～規格本文～ 
（平成 31 年 02 月 28 日付け） 

2 0 0 0 2 0 0 

23 設計・建設規格（2005 年版（2007 年追補版含む））

〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-2005/2007）
正誤表～規格本文～ 
（平成 31 年 02 月 28 日付け） 

1 1 0 0 0 0 0 

24 設計・建設規格（2005 年版（2007 年追補版含む））

〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-2005/2007）
正誤表～規格解説～ 
（平成 31 年 02 月 28 日付け） 

3 0 0 0 2 0 1 

25 設計・建設規格（2008 年版）〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉

（JSME S NC1-2008）正誤表～規格本文～ 
（平成 31 年 02 月 28 日付け） 

2 2 0 0 0 0 0 

26 設計・建設規格（2012 年版（2013 年追補含む））

〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-2012/2013）
正誤表～規格本文～ 
（平成 31 年 02 月 28 日付け） 

4 4 0 0 0 0 0 

27 設計・建設規格（2012 年版（2015 年追補含む））

〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-
2012/2013/2014/2015）正誤表～規格解説～ 
（平成 31 年 02 月 28 日付け） 

2 0 0 0 2 0 0 

28 設計・建設規格（2012 年版）〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉

（JSME S NC1-2012）正誤表～規格本文～ 
（平成 31 年 02 月 28 日付け） 

1 0 0 0 1 0 0 

29 設計・建設規格（2016 年版）〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉

（JSME S NC1-2016）正誤表～規格本文～（平成

31 年 02 月 28 日付け(1)） 

27 22 
注 14 
～17 

0 1 4 0 0 

2121



 

30 設計・建設規格（2016 年版）〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉

（JSME S NC1-2016）正誤表～規格解説～ 
（平成 31 年 02 月 28 日付け） 

31 0 
 

0 0 31 
注

18, 
19 

0 0 

31 設計・建設規格（2016 年版）〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉

（JSME S NC1-2016）正誤表～規格本文～ 
（平成 31 年 02 月 28 日付け(2)） 

1 0 0 1 0 0 0 

32 設計・建設規格（2016 年版（2018 年追補含む））

〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-
2016/2017/2018）正誤表～規格本文～ 
（令和元年 7 月 12 日付け） 

2 2 0 0 0 0 0 

33 設計・建設規格（2016 年版（2018 年追補含む））

〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-
2016/2017/2018）正誤表～規格解説～ 
（令和元年 7 月 12 日付け） 

2 0 0 0 2 0 0 

34 設計・建設規格（2016 年版（2017 年追補含む））

〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-
2016/2017/2018）正誤表～規格解説～ 
（令和元年 7 月 12 日付け） 

5 0 0 0 5 0 0 

35 設計･建設規格 事例規格 S NC-CC-001/ NC-CC-001-
1 正誤表～解説～ 
（令和元年 7 月 12 日付け） 

1 0 0 0 1 0 0 

36 設計･建設規格 事例規格 発電用原子力設備における

「応力腐食割れ発生の抑制に対する考慮」（JSME S 
NC-CC-002）正誤表（平成 28 年 2 月 17 日付け） 

5 5 0 0 0 0 0 

37 設計･建設規格 事例規格（S NC-CC-002）正誤表～

添付～ 
（令和元年 7 月 12 日付け） 

6 0 0 0 6 0 0 

38 設計･建設規格 事例規格 NC-CC-003/NC-CC-003-1 
正誤表 
（平成 28 年 2 月 17 日付け） 

4 4 
(NC

- 
CC-

0 
03) 

0 0 4 
(NC- 
CC-0 
03-1) 

0 0 

39 材料規格（2012 年版（2014 年追補まで含む））

（JSME S NJ1-2012/2013/2014）正誤表～規格本文

～ 
（平成 28 年 2 月 17 日付け） 

1 0 0 1 0 0 0 

40 材料規格（2012 年版（2014 年追補まで含む）） 2 2 0 0 0 0 0 
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（JSME S NJ1-2012/2013/2014）正誤表～規格解説

～ 
（平成 28 年 2 月 17 日付け） 

41 材料規格（2012 年版）正誤表～規格本文～ 
（平成 30 年 10 月 23 日付け） 

3 3 0 0 0 0 0 

42 材料規格（2016 年版（2017 年追補まで含む））

（JSME S NJ1-2016/2017）正誤表～規格本文～

（平成 30 年 10 月 23 日付け） 

4 1 0 3 0 0 0 

43 材料規格（2016 年版（2017 年追補まで含む））

（JSME S NJ1-2016/2017）正誤表～解説～ 
（平成 30 年 10 月 23 日付け） 

1 1 0 0 0 0 0 

44 材料規格（2016 年版（2018 年追補まで含む））

（JSME S NJ1-2016/2017/2018）正誤表～規格本文

～ 
（令和元年 7 月 9 日付け） 

3 3 0 0 0 0 0 

45 材料規格（2016 年版（2018 年追補まで含む））

（JSME S NJ1-2016/2017/2018）正誤表～解説～ 
（令和元年 7 月 9 日付け） 

1 0 0 0 1 0 0 

46 溶接規格（JSME S NB1-2012 年版/2013 年追補

/2014 年追補）正誤表（2016 年 10 月 17 日発行の正

誤表の修正（Rev.1）） 
（令和元年 7 月 9 日付け） 

7 0 0 0 7 0 0 

47 溶接規格（JSME S NB1-2012 年版/2013 年追補

/2014 年追補/2015 年追補）正誤表 
（平成 28 年 10 月 17 日付け(1)） 

1 0 0 0 0 1 0 

48 溶接規格（JSME S NB1-2012 年版/2013 年追補

/2014 年追補/2015 年追補）正誤表 
（平成 28 年 10 月 17 日付け(2)） 

1 0 0 
 

0 1 
注 20 

0 0 

49 溶接規格（JSME S NB1-2012 年版/2013 年追補

/2014 年追補/2015 年追補）正誤表 
（平成 29 年 05 月 12 日付け） 

2 0 0 0 2 0 0 

50 溶接規格（JSME S NB1-2012 年版/2013 年追補

/2014 年追補/2015 年追補）正誤表（平成 29 年 10
月 17 日付け） 

15 14 
注 21 

0 0 1 0 0 

51 維持規格（2008 年版）(JSME S NA-1-2008）正誤

表 
（平成 20 年 11 月 01 日付け） 

8 8 
注 22 

0 0 0 0 0 

52 維持規格（2008 年版）(JSME S NA1-2008）正誤 2 0 0 0 1 1 0 
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表 
（平成 21 年 09 月 01 日付け） 

53 維持規格（2009 年追補版）(JSME S NA1-2009）
正誤表 
（平成 22 年 06 月 01 日付け） 

4 0 0 0 4 0 0 

54 維持規格（2012 年版(2014 年追補まで含む)）
(JSME S NA-1-2012/2013/2014）正誤表 
（平成 28 年 02 月 17 日付け） 

16 11 
注 23 

0 0 5 
注 23 

0 0 

55 表 1 維持規格（2012 年版(2015 年追補までを含

む)）（JSME S NA-1-2012/2013/2014/2015）正誤表 
表 2 維持規格（2008 年版(2009 年追補までを含

む)）（JSME S NA-1-2008/2009）正誤表 
（平成 28 年 10 月 17 日付け） 

18 5 0 0 12 1 0 

56 JSME S NA-CC-002 周方向欠陥に対する許容欠陥

角度制限の代替規定 正誤表 
（平成 18 年 06 月 01 日付け） 

1 0 0 0 1 0 0 

57 コンクリート製原子炉格納容器規格（2003 年版）

(JSME S NE1-2003）正誤表 
（平成 28 年 02 月 17 日付け） 

2 0 0 1 1 0 0 

58 コンクリート製原子炉格納容器規格（2011 年版）

(JSME S NE1-2011）正誤表 
（平成 28 年 02 月 17 日付け） 

2 1 0 0 1 0 0 

59 コンクリート製原子炉格納容器規格（2011 年版）

(JSME S NE1-2011）正誤表 
（平成 29 年 10 月 17 日付け） 

2 1 0 0 1 0 0 

60 コンクリート製原子炉格納容器規格（2014 年版）

(JSME S NE1-2014）正誤表 
（平成 28 年 2 月 17 日付け） 

3 1 0 0 2 0 0 

61 金属キャスク構造規格（2007 年版）「MCN-2000 溶

接」一部改訂 
（平成 21 年 03 月 01 日付け） 

4 4 
注 24 

0 0 0 0 0 

62 金属キャスク構造規格（2007 年版）（JSME S FA1-
2007）正誤表 
（平成 24 年 03 月 01 日付け） 

1 1 
注 25 

0 0 0 0 0 

63 金属キャスク構造規格（2007 年版）（JSME S FA1-
2007）正誤表 
（平成 28 年 02 月 17 日付け） 

6 4 
注 26 

0 0 2 0 0 
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今後検討が期待される事項等について、以下に示す。 
 
注 1：No.1 及び No.2 は 2001 年版以降を対象としているが、設計・建設規格（2012 年版（2014 年追補

含む））〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉(JSME S NC1-2012/2013/2014）正誤表～規格本文～（平成 28 年 2 月

17 日付け）の No.10 及び No.11 では 2008 年版以降を対象とした正誤が記載されている。 
注 2：No.1 の「誤」欄にある「t、t1、t2」及び「tn、tn1、tn2」は 2005 年版以降「t、t1 および t2」及び

「tn、tn1および tn2」と記載されている。 
注 3：第 4 章容器の No.6 の「正」欄の備考における「α＝1.26✕10-5mm／mm・℃」は「線膨張係数 α＝

1.26✕10-5（1／℃）」が適切ではないか。 
注 4：第 4 章容器の No.33 の「誤」欄はノズル内径をインチ表示、「正」欄はノズル内径をミリメートル

表示したものであり、両者とも誤りではない。同頁（I-4-273 頁）の上から 4 行目「KI/σh＝10～15」
は「√1000KI/σh＝10～15√ 」が適切ではないか。 

注 5：第 4 章容器の No.37 の式（添付 4-A-46）は記号 の i と j の説明があった方がよい。 
注 6：第 4 章容器の No.38 の式（添付 4-A-47）は記号 の i と j の説明があった方がよい。 
注 7：第 5 章管の No.6 に関連して「図 PPC-4010-3 クラス 2 配管 継手区分 C の構造」の(7)の溶接部

は、寸法の規定が「表 PPC-3413-1 平板の取付け方法によるｄおよび K」の取付け方法(i)のものと異

なるので整合させることが望ましい。また、溶接部の寸法 tw2 の寸法の採り方については JIS 
B8265:2010 の図 E.8 の k)や ASME Sec.III Fig. ND-4243-1 の(d)（クラス NC には当該図は存在しな

い。）と整合させることが望ましい。 
注 8：図 PMB-3310-1 の寸法 A は、図 PMB-3310-2 のようにボリュートが始まる点とポンプ中心を結ぶ

線上で採る（寸法 A の値が最大となる位置）方が適切ではないか。 
注 9：No.1 の「解説図 PVE-3230-2 22.5 度＜α＜60 度の場合」は「解説図 PVE-3230-2 22.5 度＜α≦60
度の場合」と読み替え、円すい胴の形状は大径端側の内径が「代わりの円筒殻」の外径 Do と等しい図

とするのが適切ではないか。 
注 10：No.3 の「解説図 PVE-4120-2 l/D、t/D と最小限界圧力を与える波の数 n の関係」の曲線は波の

数の境界を示すので「n=○」の記載位置は各曲線の中間の位置にするのが妥当。また、本図の作成に

採用した縦弾性係数 E とポアソン比νの値は解説に記載することが望まれる。 

注 11：図 PPD-4000-6(1)は管又はネックリングにベローを取り付ける溶接部の形状と寸法を規定したも

のであり、管又はネックリングの形状・大きさを規定したものではない。 
注 12：図 PPD-4010-6(1)は管又はネックリングにベローを取り付ける溶接部の形状と寸法を規定したも

のであり、管又はネックリングの形状・大きさを規定したものではない。 
注 13：No.1 の「解説 PMB-3320(1)」において、解説図 PMB-3320-1 の r 寸法は求め方を規定すること

が望まれる。 
注 14：第 4 章容器の No.5 において、図 PVC-3183-2 中「強め輪のフランジ」の矢印の先にある実線及

び「すき間」を示す部分に向いている斜め矢印は何を示すか明確にすることが望まれる。 
注 15：第 4 章容器の No.14 の図 PVD-4112-4(1)に示す「底板またはアニュラプレート」の「アニュラプ

レート」については、規格で定義することが望まれる。 
注 16：第 5 章管の No.4 の「図 PPD-3422-2 補強不要穴の最大径」において、図中「K=○%」と記載する
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場所は該当する曲線の近くに位置することが望まれる。 
注 17：第 7 章弁の No.1 の「図 VVB-3320-1」において、流体側面積 Af1 及び弁箱側面積 Am1 の領域を

示す斜線部の範囲は右端側を吐出側円筒部の境界までとすることが適切ではないか。 
注 18：第 4 章容器の No.7 の「解説図 PVD-3220-1」において、鏡板に設けた折込みフランジ穴は楕円で

あり鏡板断面に現れる穴の縁の形状は直線ではなく凹であるので、寸法 h の採り方は最小値とするこ

とが分かるように表示することが望まれる。 
注 19：第 7 章弁の No.1 における「解説図 VVB-3010-1」の「局部 1次応力」は「局部一次応力」とする

ことが適切ではないか。 
注 20：JIS Z 2242 の衝撃試験片のノッチ形状は V と U が規定されているので、「V ノッチ試験片」と明

記することが望まれる。 
注 21：No.1 の N-0020 定義における(6)の規定は 2013 年追補の規定を代表して記載したものであり、年

版により記載内容が異なるので、正誤の変更部分のみ適用とする。 
注 22：維持規格 2008 年版に対する技術評価書では本正誤表を含めて評価しており、影響はない。 
注 23：維持規格 2012 年版（2013 年追補／2014 年追補を含む。）に対する技術評価書では本正誤表を含

めて評価しており、影響はない。 
注 24：図 MCN-2230-1 継手区分 C の構造(1/2)の(注)において、ｔwは(3)の材料が鍛造品の場合について

規定しているが、鍛造品以外の材料の場合についても規定することが望まれる。 
注 25：No.1 の表 MCN-2600-3 において、「母材の区分」の欄が「表 MCN-2600-4 に掲げる P-1」で「溶

接部の区分」の欄が「5.」の場合には「密封容器以外の機器であって、母材の厚さが 38mm を超える

もののすみ肉溶接部および部分溶込み溶接部」と区分しているが、溶接後熱処理を不要とするために

「完全溶込み溶接」の採用を避けるような規定になっているので、溶接部の形状を限定しないことが望

まれる。 
注 26：No.4 の「表 MCN-2330-1 放射線透過試験(3/4)」において、同表の右欄に「次の 1.および 2.によ

ること。」と記載する 1.において、「次の表の材質の区分の欄に掲げる材質の区分に応じ」は「次の表の

材厚の区分の欄に掲げる区分に応じ」が適切ではないか。 
注 27：追加された Ap 項は式（添付 4-A-6）に示すように内圧によるものであり応力は膜応力に分類され

るので A0 と同じ扱いとしているが、Ap 項に係るものは 2001 年版以降とされているので備考欄の

「2008 年版以降」は「2001 年版以降」とするのが適切ではないか。 
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